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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　半導体基板に形成されたＰＦＥＴ領域およびＮＦＥＴ領域を有するＣＭＯＳ半導体材料
を形成する方法であって、前記ＰＦＥＴ領域はＰＦＥＴゲート誘電体層で覆われ、前記Ｎ
ＦＥＴ領域はＮＦＥＴゲート誘電体層で覆われ、そのＰＦＥＴゲート誘電体層およびＮＦ
ＥＴゲート誘電体層は異なる窒化の程度を有するシリコン酸化物で構成されたものであり
、
　シリコン基板にＰＦＥＴ領域およびＮＦＥＴ領域を準備するステップと、
　前記ＰＦＥＴ領域の上にＰＦＥＴゲート酸化物層を、さらに前記ＮＦＥＴ領域の上にＮ
ＦＥＴゲート酸化物層を形成するステップと、
　前記ＰＦＥＴ領域の上の前記ＰＦＥＴゲート酸化物層の窒化を１５℃～１００℃の低温
プラズマにより行って、前記ＰＦＥＴ領域の上の前記ＰＦＥＴゲート誘電体層中に第１の
濃度レベルの窒素原子を有する、前記ＰＦＥＴ領域の上の前記ＰＦＥＴゲート誘電体層を
形成するステップと、
　前記ＮＦＥＴゲート酸化物層の窒化を１５℃～１００℃の低温プラズマにより行って、
前記ＮＦＥＴ領域の上の前記ＮＦＥＴゲート誘電体層を形成するステップであって、それ
によって、前記ＮＦＥＴゲート誘電体層中のＮＦＥＴの窒素原子濃度レベルが、前記ＰＦ
ＥＴゲート誘電体層中のＰＦＥＴの窒素原子濃度レベルと異なっているステップと、
　を含み、
　前記ＰＦＥＴゲート酸化物層の前記窒化と、前記ＮＦＥＴゲート酸化物層の前記窒化と
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が別個に行われ、同じ厚さであって、前記ＮＦＥＴ領域の上の前記ＮＦＥＴゲート誘電体
層中の前記窒素濃度より、前記ＰＦＥＴ領域の上の前記ＰＦＥＴゲート誘電体層中の前記
窒素濃度が高い前記ＰＦＥＴゲート誘電体層と前記ＮＦＥＴゲート誘電体層とが形成され
る、方法。
【請求項２】
　前記ＰＦＥＴゲート酸化物層の窒化を始める前に前記ＮＦＥＴ領域の上にＮＦＥＴマス
クを形成し、次に、前記ＰＦＥＴゲート酸化物層のＰＦＥＴゲート誘電体の窒化を行い、
その直後に前記ＮＦＥＴマスクを除去するステップと、
　前記ＮＦＥＴゲート酸化物層の窒化を始める前に前記ＰＦＥＴ領域の上にＰＦＥＴマス
クを形成し、次に、前記ＮＦＥＴゲート酸化物層のＮＦＥＴゲート誘電体の窒化を行い、
その直後に前記ＰＦＥＴマスクを除去するステップとを、一方が他方に先行する状態で行
うことを含む、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　キャパシタ領域上の酸化物層の窒化を始める前に前記ＮＦＥＴ領域および前記ＰＦＥＴ
領域の上にキャパシタ誘電体マスクを形成し、次に、前記キャパシタ領域上の酸化物層の
窒化を行い、その直後に、前記キャパシタ誘電体マスクを除去するステップと、
　前記ＮＦＥＴ領域および前記ＰＦＥＴ領域のゲート酸化物層の窒化を始める前に前記キ
ャパシタ領域の酸化物層の上にＦＥＴマスクを形成し、次に、前記ゲート酸化物層の窒化
を行い、その直後に、前記ＦＥＴマスクを除去するステップとを、一方が他方に先行する
状態で行うことを含む、請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　半導体基板に形成されたＰＦＥＴ領域およびＮＦＥＴ領域を有するＣＭＯＳ半導体材料
を形成する方法であって、前記ＰＦＥＴ領域はＰＦＥＴゲート誘電体層で覆われ、前記Ｎ
ＦＥＴ領域はＮＦＥＴゲート誘電体層で覆われ、そのＰＦＥＴゲート誘電体層およびＮＦ
ＥＴゲート誘電体層はシリコン酸化物およびそれの異なる程度の窒化で構成されたもので
あり、
　シリコン基板にＰＦＥＴ領域およびＮＦＥＴ領域を準備するステップと、
　前記ＰＦＥＴ領域の上にＰＦＥＴゲート酸化物層を、さらに前記ＮＦＥＴ領域の上にＮ
ＦＥＴゲート酸化物層を形成するステップと、
　前記ＰＦＥＴ領域の上の前記ＰＦＥＴゲート酸化物層の窒化を１５℃～１００℃の低温
プラズマにより行って、前記ＰＦＥＴ領域の上の前記ＰＦＥＴゲート誘電体層中に第１の
濃度レベルの窒素原子を有する、前記ＰＦＥＴ領域の上の前記ＰＦＥＴゲート誘電体層を
形成するステップと、
　前記ＰＦＥＴゲート酸化物層の前記窒化とは別個に前記ＮＦＥＴゲート酸化物層の窒化
を１５℃～１００℃の低温プラズマにより行って、前記ＮＦＥＴ領域の上の前記ＮＦＥＴ
ゲート誘電体層を形成するステップであって、それによって、前記ＮＦＥＴゲート誘電体
層中のＮＦＥＴの窒素原子濃度レベルが、前記ＰＦＥＴゲート誘電体層中の窒素原子の前
記第１の濃度レベルよりも小さく、同じ厚さの前記ＮＦＥＴゲート誘電体層および前記Ｐ
ＦＥＴゲート誘電体層を生じるステップと、
　を含む方法。
【請求項５】
　キャパシタ領域上の酸化物層の窒化を始める前に前記ＮＦＥＴ領域および前記ＰＦＥＴ
領域の上にキャパシタ誘電体マスクを形成し、次に、前記キャパシタ領域上の酸化物層の
窒化を行い、その直後に、前記キャパシタ誘電体マスクを除去するステップと、
　前記ＮＦＥＴ領域および前記ＰＦＥＴ領域のゲート酸化物層の前記窒化を始める前に前
記キャパシタ領域の酸化物層上にＦＥＴマスクを形成し、次に、前記ゲート酸化物層の窒
化を行い、その直後に、前記ＦＥＴマスクを除去するステップとを、一方が他方に先行す
る状態で行うことを含む、請求項４に記載の方法。
【請求項６】
　前記ＮＦＥＴ領域の上の前記ＮＦＥＴゲート誘電体層中の窒素濃度より、前記ＰＦＥＴ
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領域の上の前記ＰＦＥＴゲート誘電体層中の窒素濃度が高い、請求項４に記載の方法。
【請求項７】
　前記窒化の工程が、マスキング材料が耐えることができる最高温度よりも下の温度で行
われる、請求項１に記載の方法。
【請求項８】
　半導体基板に形成されたＰＦＥＴ領域およびＮＦＥＴ領域を有するＣＭＯＳ半導体デバ
イスであって、前記ＰＦＥＴ領域はＰＦＥＴゲート誘電体層で覆われ、前記ＮＦＥＴ領域
はＮＦＥＴゲート誘電体層で覆われ、そのＰＦＥＴゲート誘電体層およびＮＦＥＴゲート
誘電体層は異なる窒化の程度を有するシリコン酸化物で構成され、
　前記ＰＦＥＴ領域および前記ＮＦＥＴ領域を有するシリコン基板と、
　前記ＰＦＥＴ領域の上のＰＦＥＴゲート誘電体層および前記ＮＦＥＴ領域の上のＮＦＥ
Ｔゲート誘電体層と、を備え、
　前記ＰＦＥＴゲート誘電体層および前記ＮＦＥＴゲート誘電体層が１５℃～１００℃の
低温プラズマによる別個に行われる異なるレベルの窒化により形成され、それによって、
前記ＰＦＥＴ領域の上の前記ＰＦＥＴゲート誘電体層中のＰＦＥＴの窒素原子濃度レベル
が、前記ＮＦＥＴ領域の上の前記ＮＦＥＴゲート誘電体層中の前記窒素濃度より、前記Ｐ
ＦＥＴ領域の上の前記ＰＦＥＴゲート誘電体層中の前記窒素濃度が高く、同じ厚さの前記
ＰＦＥＴゲート誘電体層および前記ＮＦＥＴゲート誘電体層を生じる、ＣＭＯＳ半導体デ
バイス。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ＭＯＳＦＥＴデバイスの製造方法に関し、より詳細には、高性能ＭＯＳＦＥ
Ｔデバイス用の薄いゲート誘電体層の製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ゲート誘電体層のより小さな厚さへの縮小は、より高い性能レベルに向けてのシリコン
ＣＭＯＳ技術の絶えざる縮小を可能にする重要な要素の１つである。より薄いゲート誘電
体層は、より多くの反転電荷（inversion charge）を生成して、トランジスタの駆動電流
を増大し、また、チャネルのゲート制御を高めることによって短チャネル効果を改善する
。ゲート誘電体層は、反転層が形成されトランジスタ電流が伝導される界面に形成される
ので、界面は非常に高品質の界面でなければならない。
【０００３】
　酸窒化物（ＳｉＯｘＮｙ）は、現在、半導体産業でゲート誘電体膜として広く使用され
ている。ゲート誘電体の望ましい特性は、低ゲート漏れ電流、キャパシタンス（容量）を
増加させる高誘電率、高移動度、高信頼性、および優れた拡散障壁特性である。初期の集
積回路以来、純粋なＳｉＯ２は選択のゲート誘電体であったが、近年ゲート誘電体が２０
Å以下の厚さ範囲に縮小されるにつれて、高性能ＣＭＯＳ工程では酸窒化物がますます使
用されている。
【０００４】
　シリコン酸窒化物（ＳｉＯｘＮｙ）は、２つの一般的な技術、熱窒化およびプラズマ窒
化（nitridation）によって生成される。酸窒化物の熱窒化は、一酸化二窒素（Ｎ２Ｏ）
、アンモニア（ＮＨ３）、または酸化窒素（ＮＯ）のような反応性窒素含有ガスにシリコ
ン表面または二酸化シリコン（ＳｉＯ２）表面を高温（６５０℃～１０００℃）に曝すこ
とによって行われる。熱エネルギーは、窒化反応を推進するために使用される。酸窒化物
のプラズマ窒化は、シリコン表面またはＳｉＯ２表面を活性窒素含有プラズマに曝すこと
によって行われる。窒素は、プラズマによって活性化されるので、熱窒化よりも低い温度
（室温から８００℃までのどこでも）で酸窒化物に取り込まれるように反応することがで
きる。プラズマ窒化工程が低温（例えば、＜１００℃）で行われる場合、プラズマ窒化工
程は、フォトレジスト・ソフトマスク工程と共存することができる。このタイプの低温工
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程では、フォトレジストは、露出領域が望ましい窒素取込みを受けている間に、窒化を被
覆領域から選択的に阻止（ブロック）するように使用することができる。高温プラズマ工
程だけでなく熱工程も、フォトレジストと適合できない。熱工程は、高温に耐えることが
できるハードマスクを必要とする。ゲート酸化物と適合可能な化学物質（例えば、硫酸／
過酸化水素（Ｈ２Ｏ２）混合物）を使用してレジストを剥離することができるので、フォ
トレジスト・ソフトマスキングは特に魅力的である。
【０００５】
　適切に最適化された酸窒化物は、純粋なＳｉＯ２に比べて、誘電率を高め、ゲート漏れ
電流を下げ、そして拡散障壁特性を改善した。図１は、酸窒化物形成の遠隔プラズマ窒化
（ＲＰＮ）工程を使用するとき、処理時間の増加と共にゲート漏れ電流がどのように減少
するかを示す。多くの場合、これらの改善は、トランジスタ・デバイス電流に影響を及ぼ
し得る移動度の変化に対して注意深く釣り合わせなければならない。さらに、この最適化
は、同じ半導体チップ上にあるＮＦＥＴデバイスとＰＦＥＴデバイスで異なることがある
。図１に、１．２ボルトでの（アンペア／ｃｍ２）単位のゲート漏れを、Ｔｉｎｖ（Å）
の関数として示す。パラメータＴｉｎｖは反転厚さであり、反転厚さは、トランジスタが
反転モードで測定されるとき、実効酸化物厚さの測定値（measure）である。単位は、オ
ングストローム（Å）またはナノメートル（ｎｍ）のような厚さである。
【０００６】
　図２～５は、プラズマ窒化がＰＦＥＴデバイスおよびＮＦＥＴデバイスの駆動電流にど
のように違った影響を及ぼすかの例を示す。これらの例は、ゲート誘電体中の最適窒素濃
度はＮＦＥＴデバイスとＰＦＥＴデバイスで異なることを明らかにしているが、このこと
は一般に知られていない。縦軸はＪｏｆｆであり、水平軸はＪｏｄｌｉｎであり、ここで
Ｊｏｄｌｉｎは、トランジスタ・ドレイン電流密度（アンペア／μｍ）、すなわちソース
とドレインの間のトランジスタの単位幅当たりのトランジスタ・ドレイン電流、を表す。
任意の閾値電圧差を規準化するのを役立つのは、Ｖｔ（閾値電圧）より一定量上のＶｇ（
ゲート電圧）で測定されたトランジスタ電流である。Ｊｏｆｆは、０ボルトがゲート電極
に加えられている状態でのトランジスタの単位幅（ソースとドレインの間）当たりのオフ
状態の漏れの測定値である。
【０００７】
　図６～９は模式的な概念図であり、図６～９は、図２４の断面線Ａ－Ａ’に沿ったＮＦ
ＥＴ領域１４および関連した構造体（feature）、および図２４の断面線Ｂ－Ｂ’に沿っ
たＰＦＥＴ領域１６および関連した構造体の図である。図６～９は、従来技術の工程の４
つのステップでシリコン基板１２に形成された半導体デバイス１０の並置にされたＰＦＥ
Ｔ領域およびＮＦＥＴ領域を示し、これは、どのようにしてゲート誘電体の集積化の標準
的な一連の処理ステップが、最も薄いゲート誘電体層を有する高性能トランジスタに、同
じＰＦＥＴおよびＮＦＥＴ酸窒化物ゲート誘電体層１８Ｎ／１８Ｐを生じさせるかを図示
している。これは、薄いゲート誘電体層１８Ｎ／１８Ｐが成長されるとき、基板１２のＮ
ＦＥＴ領域１４およびＰＦＥＴ領域１６の両方が同じ工程にさらされるからである。工程
が熱をベースあるいはプラズマをベースとしていてもこのことは言えることであるが、プ
ラズマ工程を説明のために示す。
【０００８】
　図６において、デバイス１０は、シリコン半導体基板１２を備える、デバイス製造の初
期段階が示されており、この基板１２は、Ｐ型ドープ（P-doped）ＮＦＥＴ領域１４およ
びＮ型ドープ（N-doped）ＰＦＥＴ領域１６を基板１２に含むように処理される。
【０００９】
　図７において、ゲート酸化物層１８ＮがＮＦＥＴ領域１４の上面の上に形成され、かつ
ゲート酸化物層１８ＰがＰＦＥＴ領域１６の上面の上に形成された後の図６のデバイス１
０が示されている。
【００１０】
　図８において、ＮＦＥＴ領域１４およびＰ型ドープＰＦＥＴ領域１６の上面の上のゲー
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ト酸化物層１８Ｎ／１９Ｐ中に窒素を押し込むことによって、ゲート酸化物層１８Ｎ／１
８Ｐが一様なプラズマ窒化で処理された後の図７のデバイス１０が示されている。熱窒化
について、同じことが言える。
【００１１】
　図９において、図８のデバイス１０は、同一ゲート誘電体層１８Ａがゲート酸化物層１
８Ｎおよび１８Ｐの代わりにある状態で示されている。ＮＦＥＴ領域１４およびＰＦＥＴ
領域１６の上面の上の図８のゲート誘電体層１８Ｎ／１８Ｐの一様な窒化の結果として、
ゲート酸化物層１８Ｎ／１８Ｐの同一ゲート誘電体層１８Ａへの変換を示すために、同一
ゲート誘電体層１８Ａは水平の破線で陰影付けされている。図９は図２４の線Ａ－Ａ’お
よびＢ－Ｂ’に沿った断面で構成されていることに留意すべきである。
【００１２】
　最適酸窒化物はＮＦＥＴデバイスとＰＦＥＴデバイスで異なるので、この２つを個々に
最適化することが非常に望ましい。その理由は、全体的なＣＭＯＳ集積回路性能はＮＦＥ
ＴとＰＦＥＴの両方のデバイス性能で決定されるからである。同じゲート誘電体層１８Ｎ
／１８ＰがＮＦＥＴ領域１４およびＰＦＥＴ領域１６の上に同時に成長されると、一方の
デバイスは最適化されるが、他方は半最適（sub-optimum）である。半最適デバイスがあ
るということは、製品の全体的なＣＭＯＳ回路性能を制限することがある。
【００１３】
　「Integrated Circuitry And SemiconductorProcessing Method of Forming Field Eff
ect Transistors」という名称のTrivedi等の米国特許第６，０９３，６６１号は、デバイ
スのゲート誘電体層の任意の高さ位置で、好ましくはゲート誘電体層と単結晶シリコン半
導体基板のＰおよびＮ型ドープ領域との間の下の界面近くのゲート誘電体層中の位置で、
ピークに達する窒素原子濃度を教示している。好ましくは、窒素原子濃度は、ゲート誘電
体層中のピーク高さ（elevation）領域で０．１％から１０．０％、好ましくは０．５％
から５．０％であり、ピーク高さ領域の厚さは３０Åから６０Åである。ゲート誘電体層
中への窒素の導入は、大気圧で、７５０℃から９５０℃理想的には８５０℃の温度の熱処
理炉中で、窒素が約１００から１０，０００ｓｃｃｍ（０．１６９～１６．９Ｐａ　ｍ３

／ｓ）理想的には１，０００ｓｃｃｍ（１．６９Ｐａ　ｍ３／ｓ）で供給された状態で、
５分から２時間理想的には３０分、行うことができる。窒素原子の好ましい供給源は、窒
素結合の破壊の容易さのために、Ｎ－Ｏ結合を有している。しかし、酸化窒素（ＮＯ）、
一酸化二窒素（Ｎ２Ｏ）、アンモニア（ＮＨ３）、および窒素ガス（Ｎ２）のような他の
供給源を使用することができる。そうでなければ、温度が毎秒約１０℃から毎秒２００℃
の割合で上昇し１０秒から2分の時間範囲でピークに達する速度で、大気圧で、約８００
℃から１２００℃に加熱された反応炉中で、上述の窒素ベースの化合物の１つを使用して
、急速熱処理（ＲＴＰ：rapidthermal processing）で窒素原子をゲート誘電体層中に導
入する。代わりに、窒素プラズマ処理または窒素イオン注入を使用して、窒素原子がゲー
ト誘電体層に添加される。Trivedi等の目標は、少なくとも部分的に下の界面に沿ってＳ
ｉ－Ｎ結合を生成することである。下の界面領域についてのTrivedi等の好ましい目的は
、ＰＦＥＴトランジスタ・ゲート層（ホウ素でＰ型ドープされる）からトランジスタ・チ
ャネル中へのｐ型材料の後の外方拡散を防止することである。Trivedi等の他の目的は、
半導体基板の後の処理中におけるゲート誘電体層のさらなる酸化を制限することである。
Trivedi等は、ゲート誘電体層を再酸化するために窒素領域を形成した後で行われる半導
体基板の随意のさらなる熱処理を述べている。そのような再酸化工程の例は、１，０００
ｓｃｃｍ（１．６９Ｐａ　ｍ３／ｓ）の純粋Ｎ２、６，０００ｓｃｃｍ（１０．１４Ｐａ
　ｍ３／ｓ）のＯ２、５０ｓｃｃｍ（０．０８４５Ｐａ　ｍ３／ｓ）のＮ２中で９００℃
であり、塩素ソース・ガスを５０ｓｃｃｍ（０．０８４５Ｐａ　ｍ３／ｓ）で５０分間使
用する。関連特許に、「P-TypeFET in a CMOS with Nitrogen Atoms in the Gate Dielec
tric」という名称のTrivedi等の米国特許第６，４１７，５４６号、および「Semiconduct
orProcessing Method of Forming Field Effect Transistors」という名称のTrivedi等の
米国特許第６，５４１，３９５号がある。
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【００１４】
　「Method For Improved Plasma Nitridation ofUltra Thin Gate Dielectrics」という
名称の、２００２年９月１９日に公開されたKhare等の米国公開特許第２００２０１３０
３７７Ａ１号は、「基板材料に初期酸窒化物層を形成して．．．集積回路デバイスのゲー
ト誘電体を形成し、酸窒化物層は初期物理厚さを有する。次に、初期酸窒化物層は、プラ
ズマ窒化にかけられ、プラズマ窒化は、最終物理厚さを有する最終酸窒化物層をもたらす
。」と記載している。「窒素ドーピング、特に遠隔プラズマ窒化（ＲＰＮ：remoteplasma
 nitridation）は、シリコン酸化物誘電体の誘電率（したがって、単位キャパシタンス）
を増大させるための知られた技術である。ゲート酸化物層を窒化する知られた工程が説明
される。」と述べている。さらに、「シリコン基板は．．．酸素添加環境中で．．．基板
を加熱することのような酸化にかけられ、それによって、．．．ＳｉＯ２の．．．絶縁性
酸化物層を形成し、．．．酸化物層の誘電体性能は、．．．ゲート厚さがディープ・サブ
ミクロン寸法に縮小するときに、ますます重要になる。酸化物層の誘電率を改善して．．
．単位キャパシタンス当たりのより小さな漏れ電流を実現するために、遠隔プラズマ窒化
（ＲＰＮ）として知られている工程によって、励起窒素原子が酸化物層に導入され．．．
。ＲＰＮ工程の結果として、酸化物層は．．．一般的な化学組成ＳｉＯｘＮｙを有する．
．．シリコン酸窒化物層に変換される。．．．」と述べている。
【００１５】
　ＲＰＮ工程は、温度敏感材料を使用するとき問題を引き起こす高温工程である。
【００１６】
　「SOI Device With Reduced JunctionCapacitance」という名称の、２００２年１２月
１２日に公開されたFurukawaの米国公開特許第２００２０１８５６７５Ａ１号は、「熱酸
化の後に続く遠隔プラズマ窒化（ＲＰＮ）またはデカップルド（分離）プラズマ窒化（Ｄ
ＰＮ：decoupledplasma nitridation）による酸化物の窒化によって形成されたシリコン
酸窒化物である」ゲート誘電体の形成の例を記載している。
【００１７】
　「Method for Fabricating SemiconductorDevices Having Dual Gate Oxide Layers」
という名称の、２００３年５月２９日に公開されたLim等の米国公開特許第２００３０１
００１５５Ａ１号は、「ａ）半導体基板にゲート酸化物層を形成するステップ、およびｂ
）デカップルド・プラズマ処理を行うことによってゲート酸化物層の一部の厚さを増加さ
せるステップを含んだ二重ゲート酸化物を形成する方法」を備える選択ＤＰＮ「分離処理
」工程を記載している。さらに、「二重ゲート酸化物層はデカップルド・プラズマで形成
されるので、追加の熱工程は必要でない。また、シリコン基板は損傷を受けないので、半
導体デバイスのチャネル特性を保証することができる。さらに、追加のチャネル・イオン
注入なしに、セル領域の閾値電圧は高められるので、半導体デバイスの電気特性を高める
ことができる。」と記載している。ＤＰＮ処理は、「セル領域I」に使用されるが、「周
辺回路領域II」では使用されない。セル領域Iおよび周辺回路領域IIは区別されるが、Lim
等は、ＣＭＯＳＮＦＥＴ領域およびＰＦＥＴ領域を区別するという概念を考えていない。
Lim等は、チップのセル領域対周辺領域で異なったゲート誘電体厚さを生成する方法を開
示し、この方法は、それぞれの領域の各々の中のＮＦＥＴおよびＰＦＥＴに同じゲート誘
電体を生成するが、本発明の方法は、ＮＦＥＴとＰＦＥＴ（これらは、同じ厚さを有する
ようになる）を分離する。単一チップの複数のゲート誘電体厚さは、当産業ではまったく
一般的なことである。例えば、単一チップに１５Å、３０Å、７０Åのゲート誘電体があ
るかもしれない。しかし、各誘電体厚さの範囲内で、ゲート誘電体組成および厚さは、Ｎ
ＦＥＴおよびＰＦＥＴの誘電体層で同じであり、このことが業界標準である。
【００１８】
　ＤＰＮ工程は低温工程であり、温度敏感材料を使用するときの問題を防止する。
【００１９】
　Trivedi特許‘３９５号において、窒素（Ｎ）は、ホウ素浸透の低減のためにＰＦＥＴ
ゲート誘電体層に加えられ、窒素（Ｎ）はＮＦＥＴゲート誘電体層に加えられない。ゲー
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ト誘電体層の電気特性は、５～２０Å（本発明の好ましい範囲）と３０～５０Å（Trived
i等の好ましい範囲）とでは非常に異なる。窒素濃度の増加による漏れ減少は、一般に、
シリコン酸化物が約２０Åよりも下のときだけ観察される。Trivedi等の特許は、本発明
よりも遥かに厚い酸化物を対象にしているようである。Trivedi等がＮをＰＦＥＴのゲー
ト酸化物中に入れる理由は、ゲート酸化物にＮを加えることで酸窒化物を形成することで
あり、酸窒化物はホウ素拡散を阻止する傾向がある。そのことは、Ｐ＋ポリシリコン・ゲ
ート電極からＰＦＥＴのチャネル中へのホウ素浸透を減少させるという利点を有する。２
０Å以下の厚さ範囲では、ＮＦＥＴデバイスとＰＦＥＴデバイスの両方で、純粋ＳｉＯ２

に比べて、酸窒化物によってゲート漏れ（leakage）が減少する。したがって、本発明は
、ＮＦＥＴとＰＦＥＴの両方のゲート誘電体層にＮを入れる。
【特許文献１】米国特許第６，０９３，６６１号
【特許文献２】米国特許第６，４１７，５４６号
【特許文献３】米国特許第６，５４１，３９５号
【特許文献４】米国公開特許第２００２０１３０３７７Ａ１号
【特許文献５】米国公開特許第２００２０１８５６７５Ａ１号
【特許文献６】米国公開特許第２００３０１００１５５Ａ１号
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００２０】
　Trivedi等の特許は、最初に窒化シリコン酸化物の成長、レジスト・マスキングとＨＦ
エッチング、それから第２の（窒素がない）シリコン酸化物の成長を使用する。最初のシ
リコン酸化物は、第２の（窒素がない）酸化物にさらされるので、常により厚い。Trived
i等の特許は、比較的高温の熱工程に関するので、そこに記載された工程は、常に、結果
として比較的厚い第２のシリコン酸化物（ＰＦＥＴ用のより薄い酸窒化物およびＮＦＥＴ
用のより厚いＳｉＯ２）を生じさせる。ＮＦＥＴのより厚い酸化物は、トランジスタ駆動
電流を減少させるマイナスの効果を有する。本発明は、Trivedi等の特許によって開示さ
れたような高温酸化で見られる物理厚さの増加をなくすることができる低温プラズマを使
用して、酸化物を生成する手段を提供する。したがって、本発明は、ＣＭＯＳデバイスの
２つの異なる領域、すなわちＮＦＥＴゲート誘電体層とＰＦＥＴゲート誘電体層に、異な
るレベルの窒素濃度を実現しながら、ＮＦＥＴとＰＦＥＴの両方のゲート誘電体層に同じ
物理厚さを実現することができる（物理厚さの増加がトランジスタ電流を減少させるとい
うことで生じるトランジスタ電流減少の問題を起こさないようにする）。
【課題を解決するための手段】
【００２１】
　Lim等を参照して、第１の非常に重要な差は、ＮＦＥＴゲート誘電体層の最適組成がＰ
ＦＥＴゲート誘電体層の最適組成と異なっているという我々の発見に本発明が基づいてい
ることである。このことは一般に知られておらず、多くの実験を通して初めて我々はそれ
を発見した。第２に、上述の事実を知るとすぐに、ＣＭＯＳ性能を完全に最適化するため
に異なる酸窒化物濃度のＮＦＥＴおよびＰＦＥＴゲート誘電体層を生成することが非常に
望ましいことに、我々は気付いた。本発明は、この向上した結果を実現するために、ソフ
ト・フォトレジスト・マスクの組合せと共にＤＰＮのような低温工程の使用を採用する。
【００２２】
　本発明の顕著な特徴は次の通りである。
　室温プラズマによって、窒化で処理される領域のパターン形成においてフォトレジスト
・ソフトマスクを使用することが可能になる。
　ＰＦＥＴ領域とＮＦＥＴ領域の両方に窒素が導入される（他の領域には、強い窒化にさ
らされたキャパシタ誘電体層を有する減結合（decoupling）キャパシタを含み得る）。
　ＮＦＥＴの窒素は、ゲート漏れの減少に有利であるが、Ｎ濃度が余りにも高いとき移動
度を劣化させる。
　ＰＦＥＴの窒素は、ゲート漏れ／ホウ素浸透を減少させ、移動度を改善する。前の２つ
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の事実（一般に知られていない）を組み合わせることで、ＰＦＥＴおよびＮＦＥＴのゲー
ト酸化物を個々に最適化しようと導かれる。
【００２３】
　同じ基礎酸化物がＮＦＥＴ領域とＰＦＥＴ領域の両方に使用され、窒素は個々に最適化
される。サンプル：ＮＦＥＴ用の領域Ｎドーズ量＝０．８Ｅ１５から１．２Ｅ１５ｃｍ－

２、ＰＦＥＴ用のＮドーズ量＝１．５Ｅ１５から２．５Ｅ１５ｃｍ－２。この構成は、用
途および所望の結果に依存して逆にすることができる。これは、単に、我々の発明に従っ
た製造方法およびこの方法の製品に特に有利でかつ好ましいと分かった例に過ぎない。
【００２４】
　本発明の前述およびその他の態様および有利な点は、添付の図面を参照して以下で説明
し、また記述する。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２５】
　Ａ）ＮＦＥＴデバイスおよびＰＦＥＴデバイスの酸窒化物ゲート誘電体の最適化は、デ
バイスごとに異なる。
　Ｂ）最適酸窒化物組成はＮＦＥＴデバイスとＰＦＥＴデバイスで異なるので、ＮＦＥＴ
デバイスおよびＰＦＥＴデバイスのために酸窒化物組成を個々に最適化することが、全体
的なＣＭＯＳ性能（ＮＦＥＴとＰＦＥＴの組合せ）にとって有利である。
　Ｃ）本発明の方法は、単一半導体チップ内のＮＦＥＴデバイスとＰＦＥＴデバイスのゲ
ート酸窒化物の個々の最適化を実現するのに適応している。
【００２６】
　前に説明したように、ＮＦＥＴデバイスとＰＦＥＴデバイスの両方の全体的な性能を最
適化することができるように、ＮＦＥＴデバイスおよびＰＦＥＴデバイスのゲート誘電体
層１８Ｎ／１８Ｐの個々の最適化を行うことが望ましい。本発明のいくつかの実施形態を
以下で説明する。
【実施例１】
【００２７】
　図１０～１５の実施形態において、基板１２のＰ型ドープＮＦＥＴ領域１４の上の低濃
度窒化（lightly nitrided）ＮＦＥＴゲート誘電体層１８ＣおよびＮ型ドープＰＦＥＴ領
域１６の上のより高濃度窒化（heavilynitrided）ＰＦＥＴゲート誘電体層１８Ｂの形成
工程は、２つの別個のリソグラフィ・マスキング・ステップを使用して完全に分離されて
いる。図１０～１５において、同様な要素には、図６～９に示した要素と同様な参照数字
がついている。
【００２８】
　図１０は、製造の初期段階における、本発明にしたがって製造されるデバイス１０を示
す。デバイス１０は、シリコン半導体基板１２を含み、この基板１２は、Ｐ型ドープＮＦ
ＥＴ領域１４とＮ型ドープＰＦＥＴ領域１６の両方を基板１２に含むように処理されてい
る。
【００２９】
　図１１の工程ステップ
　（１ａａ）図１１は、ＮＦＥＴ領域１４およびＰＦＥＴ領域１６の上にゲート酸化物層
１８Ｎ／１８Ｐをそれぞれ形成した後（図１２に示すようにレジスト・マスクＰＲ１を形
成する前）の図１０のデバイス１０を示す。ゲート酸化物層１８Ｎ／１８Ｐを形成するた
めに、好ましくは、薄い基礎（base）ゲート酸化物層１８Ｎ／１８Ｐ（ＳｉＯ２またはＳ
ｉＯｘＮｙ）を成長する次のステップが行われた。
【００３０】
　望ましい膜特性
　薄い基礎ゲート酸化物層１８Ｎ／１８Ｐの物理厚さの望ましい範囲は、５Å～１００Å
の範囲内であり、この好ましい厚さは特定の用途に依存している。窒素の取込みによるゲ
ート漏れ減少のために好ましい厚さは５Å～２０Åである。
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【００３１】
　組成は、シリコン酸化物（ＳｉＯ２）から０％～３０％の範囲の窒素のパーセンテージ
（Ｎ％）を有するあるレベルの酸窒化物に及び、好ましい範囲は３～１０％である。
【００３２】
　炉（バッチ工程）
　ガス：Ｏ２、ＮＯ、Ｎ２Ｏ、ＮＨ３または組合せ
　温度範囲：６００℃～１０００℃、７００℃～８５０℃が好ましい
　圧力：１０トル～７６０トル（１３３０Ｐａ～１０１０８０Ｐａ）
　時間は５分から３時間であるが、好ましくは２０～６０分、
　または、（１ａａ）の代わりとして、以下で（１ａｂ）のステップを行う。
【００３３】
　（１ａｂ）単一ウェハ急速加熱処理装置（ＲＴＰ）
　ガス：Ｏ２、ＮＯ、Ｎ２Ｏ、ＮＨ３または組合せ
　温度範囲：７００℃～１１００℃、８００℃～９５０℃が好ましい
　圧力：１０トル～７６０トル（１３３０Ｐａ～１０１０８０Ｐａ）
　時間は５秒から４００秒であるが、好ましくは１５～３０秒。
【００３４】
　第１のフォトリソグラフィ・ステップ－ＰＦＥＴまたはＮＦＥＴのゲート酸化物層を遮
蔽するマスクを形成：
　（１ｂ）図１２（図８の修正である）は、ゲート酸化物領域１８Ｎを覆うがＰＦＥＴ領
域１６の上のゲート酸化物１８Ｐを露出させるように、標準的な遮蔽フォトレジスト（レ
ジスト）・マスクＰＲ１を形成する工程の第２のステップを行った後の図１１のデバイス
１０を示す。言い換えると、マスクＰＲ１は、ＮＦＥＴ領域１４の上の酸化物を覆うが、
ＰＦＥＴ領域１６の上の酸化物１８Ｐを露出させる。すなわち、遮蔽レジスト・マスクＰ
Ｒ１は、ＮＦＥＴ領域１４の上のゲート酸化物層１８Ｎを覆い、ＰＦＥＴ領域１６の上の
ゲート酸化物１８Ｐの部分を露出されたままにしておく。
【００３５】
　第１のゲート酸化物領域の窒化
　（１ｃ）図１２は、また、ウェハ表面が露出されているＰＦＥＴ領域１６の上の図１１
のゲート酸化物層１８Ｐの、窒素含有プラズマ１９Ｐによるプラズマ窒化の窒化中におけ
る図１１のデバイス１０を示す。他方で、レジスト・マスク層ＰＲ１は窒素プラズマ１９
ＰがＮＦＥＴ領域１４の上の酸化物表面１８Ｎに到達するのを妨げるので、プラズマ１９
Ｐは、ＮＦＥＴ領域１４の上のゲート酸化物層１８Ｎの窒化を生じさせない。ステップ（
１ｃ）の処理パラメータは、次に説明する。
【００３６】
　最初に低温プラズマ窒化を行う（フォトレジストＰＲ１を保護するために、高温工程を
使用できない）。
【００３７】
　望ましい膜特性
　物理厚さ５Å～１００Å、好ましい厚さは特定の用途に依存する。酸窒化物組成は、特
定の用途に依存して、１～３０％のＮ％の範囲にあり、５～１５％が好ましい。
【００３８】
　低温プラズマ窒化
　プラズマ源：標準プラズマ発生器、しかし、好ましくは、ＲＦ（高周波）
　窒素供給源ガス：好ましくはＮ２、しかし、ＮＯ、Ｎ２Ｏ、ＮＨ３が可能
　キャリア・ガス：好ましくはＨｅまたはＡｒ、しかしＫｒも可能
　温度：１５℃～１００℃、好ましくは２５℃
　圧力：１ミリトルから１トル（０．１３３Ｐａ～１３３Ｐａ）、好ましくは１０ミリト
ルから２００ミリトル（１．３３Ｐａ～２６．６Ｐａ）
　５０Ｗから１０００Ｗのパワー、しかし、好ましくは１００Ｗから２００Ｗ
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　時間は５～４００秒、しかし、好ましくは１５～３０秒
【００３９】
　（１ｄ）図１２の工程の結果が図１３に示され、ここで、ゲート酸化物層１８Ｐは、上
述した上のステップ（１ｃ）で窒化されてゲート誘電体層１８Ｂに変換され、水平破線で
陰影付けされたゲート誘電体層１８ＢはＮ型ドープＰＦＥＴ領域１６の上面の上のゲート
酸化物層１８の比較的高濃度窒化によるゲート誘電体領域１８Ｂの形成を示しており、一
方で、ゲート酸化物層１８Ｎは、図１１の終りの以前の状態のままで残っている。言い換
えると、マスクＰＲ１を通して露出されている（例えば、ＰＦＥＴ）ＳｉＯ２領域１８Ｂ
は、プラズマ１９Ｐによって窒化されたが、一方で、レジスト・マスクＰＲ１で覆われた
（例えば、ＮＦＥＴ）層１８Ｎは窒化から保護された。
【００４０】
　第１のマスクを剥離
　図１３は、また、レジスト・マスクＰＲ１が標準的なフォトレジスト剥離でデバイス１
０から剥離された後の図１２のデバイス１０を示す。
【００４１】
　第２のフォトリソグラフィ・ステップ－ＮＦＥＴまたはＰＦＥＴのゲート酸化物層を遮
蔽するマスクを形成
　（１ｅ）図１４は、今度は反対側の領域を覆って（例えば、ＰＦＥＴゲート誘電体層１
８Ｂを覆い、ＮＦＥＴゲート酸化物層１８Ｎを露出させる）、ゲート誘電体領域１８Ｂの
上に遮蔽レジスト・マスクＰＲ２を形成し、残りのＮＦＥＴゲート酸化物領域１８ＮをＮ
ＦＥＴ領域１４の上に露出されたままするように、第２のフォトリソグラフィ・ステップ
を行った後の図１３のデバイス１０を示す。
【００４２】
　第２のプラズマ窒化
　（１ｆ）再び図１４を参照して、次のステップは、別のプラズマ窒化（プラズマ１９Ｎ
を含んだ窒素がＮＦＥＴ領域１４の上のＮＦＥＴゲート酸化物層１８Ｎの窒化を行って、
それをゲート誘電体層１８Ｃ（図１５）に変換する第２のプラズマ窒化）を行うことであ
るが、工程中のこのステップは、遮蔽レジスト・マスクＰＲ２のために、ＰＦＥＴゲート
誘電体層１８Ｂの窒化を行わない。
【００４３】
　図１５は、デバイス１０のＮＦＥＴ／ＰＦＥＴ領域１４／１６のＮＦＥＴゲート誘電体
層１８ＣおよびＰＦＥＴゲート誘電体層１８Ｂのために、窒素濃度および工程を個々に最
適化することができるように、デバイス１０のＮＦＥＴ領域およびＰＦＥＴ領域を完全に
分離する上述のシーケンスを使用した後の図１４のデバイス１０を示す。
【００４４】
　２つのマスキング・ステップ（ＰＲ１／ＰＲ２）があり、順序は逆にすることができる
ので、高濃度窒化か低濃度窒化かどちらでも最初に行うことができる。
【００４５】
　所望の膜特性
　物理厚さ５Å～１００Åの好ましい厚さは、特定の用途に依存し、ゲート漏れ電流減少
が望ましい場合には、５Å～２０Åが望ましい。
　酸窒化物組成は、特定の用途に依存して、１～３０％のＮ％の範囲にあり、５～１５％
が好ましい。
【００４６】
　低温プラズマ窒化
　プラズマ源：標準プラズマ発生器、しかし、好ましくは、ＲＦ（高周波）
　窒素供給源ガス：好ましくはＮ２、しかし、ＮＯ、Ｎ２Ｏ、ＮＨ３が可能
　キャリア・ガス：好ましくはＨｅまたはＡｒ、しかしＫｒも可能
　温度：１５℃～１００℃、好ましくは２５℃
　圧力：１ミリトルから１トル（０．１３３Ｐａ～１３３Ｐａ）、好ましくは１０ミリト
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ルから２００ミリトル（１．３３Ｐａ～２６．６Ｐａ）
　５０Ｗから１０００Ｗのパワー、しかし、好ましくは１００から２００Ｗ
　時間は５～４００秒、しかし、好ましくは１５～３０秒。
【００４７】
　この特定の例では、ＰＦＥＴ領域への最初のプラズマ窒化１９Ｐの、ゲート酸化物層で
表された工程条件は、ゲート酸化物層で表されたＮＦＥＴ工程１９Ｎよりも多くの窒素を
導入するようなものである。ゲート酸化物層の窒化１９Ｐの工程のより高い窒素濃度は、
より長い時間、より高いパワー、またはより低い圧力のような様々なパラメータによって
実現することができる。
【００４８】
　第２のマスクを剥離
　（１ｇ）図１５に示すようにマスクＰＲ２を除去するレジスト剥離工程を行う。ここで
、ゲート誘電体層１８Ｃは、上で説明したように以前により高濃度窒化されたＮ型ドープ
ＰＦＥＴ領域１６の上でなく、Ｐ型ドープＮＦＥＴ領域１４の上面の上の低濃度窒化され
たゲート酸化物層１８Ｎのゲート誘電体領域１８Ｃの窒化の結果を示すように点（ドット
）で薄く陰影付けされた。
【００４９】
　（１ｈ）トランジスタを形成するための通常の工程流れを続ける。例えば、図２６で示
すようにポリシリコン・ゲート堆積を行う。
【００５０】
　以下に見出される第２および第３の実施形態の説明は、基礎（ベース）酸化物およびプ
ラズマ窒化の範囲は第１の実施形態と変わらないので、これらの比較的詳細でない説明を
含む。
【実施例２】
【００５１】
　図１６～１９を参照して説明するこの方法の場合には、図１０～１５で示すような第１
の実施形態の二重マスキング・ステップとは対照的に、単一リソグラフィ・マスキング・
ステップを使用して、図１９に示すようにＮＦＥＴおよびＰＦＥＴの誘電体領域１８Ｄと
１８Ｅが分離されている。
【００５２】
　（２ａ）図１６を参照すると、第１の実施形態のステップ（１ａａ）またはステップ（
１ａｂ）を参照して上で説明したように、薄い基礎ゲート酸化物層１８Ｎ／１８Ｐ（Ｓｉ
Ｏ２またはＳｉＯｘＮｙ）が成長されている。
【００５３】
　（２ｂ）ＮＦＥＴゲート酸化物１８Ｎである左部分を覆うフォトレジスト・マスクＰＲ
３を使用し、ここで、図１９のゲート誘電体デバイス領域１８Ｄはより低濃度に窒化され
るようになる（例えば、ＮＦＥＴ領域１４の上のゲート酸化物層１８Ｎを覆い、ＰＦＥＴ
領域１６の上のゲート酸化物層１８Ｐを露出させる）。
【００５４】
　（２ｃ）図１６を参照すると、図１９のより高濃度に窒化されたゲート誘電体１８Ｅが
ＰＦＥＴ領域１６の上に形成されるために必要な窒素濃度の大部分および工程を含む、プ
ラズマ１９Ｐによるマスクされた第１のプラズマ窒化が行われる。工程の詳細については
上記を参照されたい。
【００５５】
　（２ｄ）レジスト・マスクＰＲ３を剥離する。図１７は、マスクＰＲ３を除去した後の
図１６のデバイス１０を示し、さらにゲート酸化物層１８ＰがＰＦＥＴ領域１６の上で高
濃度に窒化されたゲート誘電体層１８Ｂを示す。
【００５６】
　（２ｅ）図１８を参照すると、ゲート酸化物層１８Ｎと部分的に窒化されたＰＦＥＴゲ
ート誘電体層１８Ｂの両方の中に窒化物に導入するように、プラズマ１９Ｎ’による追加
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（第２）のより低濃度のプラズマ窒化が行われる。このマスクされない第２のプラズマ窒
化は、図１９に示すように、すでに低濃度に窒化されている窒化ゲート誘電体層１８Ｂ中
の窒素濃度を高めて、ＰＦＥＴゲート誘電体層１８Ｅを最適化しかつＮＦＥＴ領域１４の
上にＮＦＥＴゲート誘電体層１８Ｄを実現するのに必要なレベルに達する高濃度ドープＰ
ＦＥＴゲート誘電体層１８Ｅを形成する。
【００５７】
　もしくは、最初にマスクなしでより低濃度の窒化を行い、それから、ＮＦＥＴゲート誘
電体層１８Ｄがマスクされている状態で、第２の窒化を行うことができる。
【００５８】
　（２ｆ）トランジスタを形成するために工程流れの残りを続ける（例えば、ポリシリコ
ン堆積）。
【００５９】
　このシーケンスを使用することで、デバイス１０のＮＦＥＴ領域とＰＦＥＴ領域は分離
されるが、より高濃度に窒化されたＮＦＥＴゲート誘電体層１８Ｅの窒素濃度は２つの窒
化ステップの和であるので、完全とは言えない。このシーケンスは、第１の実施形態に比
べてマスキング・ステップを節約する。
【実施例３】
【００６０】
　図２０から２３は、ＰＦＥＴ領域１６（またはＮＦＥＴ領域１４、説明の便宜上ＰＦＥ
Ｔ領域１６だけを示す）であり得る領域の窒化と組み合わせて、キャパシタ領域２４の上
のキャパシタ誘電体層１８Ｆ（図９で示すように）に有用な高濃度窒化シリコン酸化物の
ための窒化を実現する工程を示す。キャパシタ誘電体層の望ましい特性は、単位面積当た
りの高いキャパシタンス、低い漏れ、および高信頼性である。キャパシタは、トランジス
タ伝導電流がないので、高移動度を必要としない。したがって、キャパシタが洩れ難くな
り、かつ単位面積当たりにより高い容量密度を有するようになるように、膜の誘電率を最
適化するのに必要なだけの窒素を添加することが望ましい。
【００６１】
　工程シーケンスは次の通りである。
【００６２】
　３ａ）上記で説明した実施形態のように、トランジスタ用の基礎酸化物１８Ｐ／１８Ｎ
（ＮＦＥＴ領域およびＰＦＥＴ領域１４／１６）およびキャパシタ領域２４の基礎酸化物
１８Ｋを成長する。これらの基礎酸化物１８Ｋおよび１８Ｐ／１８Ｎは、必要であれば、
異なる酸化物厚さを有することができ、図２０および２１で示すように標準的な酸化およ
び集積化シーケンスによって生成される。ここで、マスクＰＲ５で保護された左のキャパ
シタ領域２４の上のシリコン酸化物層１８Ｋの上にマスクＰＲ５がある状態で、プラズマ
１９Ｐを用いたＰＦＥＴ領域１６の上の窒化は、窒化ゲート誘電体１８Ｂ（ＰＦＥＴ領域
１６の上）を実現している。したがって、シリコン酸化物層１８Ｋは、この点で窒化のな
い状態のままになっている。
【００６３】
　３ｂ）次に、図２２で示すように、トランジスタ領域の窒化ゲート誘電体層１８Ｂ、そ
の他をマスクＰＲ６で覆うように、フォトリソグラフィ・マスキング・ステップが図２１
のデバイスに対して行われる。保護された領域には、ＰＦＥＴ領域１６のゲート誘電体層
１８ＢおよびＮＦＥＴ領域１４のゲート誘電体層１８Ｃ（この図には示されていない）が
ある。マスクＰＲ６は、酸化シリコン層１８Ｋがキャパシタ領域２４の上に露出されたま
まにする。
【００６４】
　３ｃ）図２３は、図２２の開口したキャパシタ領域をプラズマ１９Ｎ’にさらした後の
図２２のデバイス１０を示し、このプラズマ１９Ｎ’は、図２３のキャパシタ誘電体層１
８Ｆを適切な窒素濃度に窒化する。移動度は問題でなく、漏れとキャパシタンスだけが最
適化されればよいので、一般に、この濃度は、トランジスタ（ＮＦＥＴおよびＰＦＥＴ）
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領域よりも高濃度である。
【００６５】
　ＮＦＥＴデバイスまたはＰＦＥＴデバイスのような様々なデバイス領域で選択的最適化
プラズマ窒化を必要とするか、または選択的最適化プラズマ窒化から恩恵を受ける、どん
な高Ｋゲート誘電体（ＨｆＯ２、ＨｆＳｉＯ２、ＺｒＯ２、その他）の集積化にも、これ
らの実施形態のどれでも応用することができる。
【００６６】
　図２４（ａ）は、本発明および従来技術に従ったインバータ回路（図示のように接続さ
れたＮＦＥＴおよびＰＦＥＴデバイス）の平面図を示す。
【００６７】
　図２４（ｂ）は、図２４の陰影付け部分の凡例を示す。
【００６８】
　図２４（ｃ）は、図２４のデバイスの概略回路図である。
【００６９】
　図２４（ａ）を参照すると、そのような回路（インバータはすべてのＣＭＯＳ回路の構
成要素である）のデバイスのゲート酸化物の組成を調べることによって、当業者にはよく
知られている分析技術を使用してＮＦＥＴ領域１４の上のゲート誘電体層の窒素濃度がＰ
ＦＥＴ領域１６の上のゲート誘電体層の窒素濃度と同じであるかどうかを容易に決定する
ことができる。
【００７０】
　標準のゲート誘電体集積化シーケンスは、結果として、ＮＦＥＴ領域およびＰＦＥＴ領
域に同じ窒素濃度を生じさせる。
【００７１】
　本発明は、ＮＦＥＴおよびＰＦＥＴのゲート誘電体層のゲート誘電体に異なる窒素濃度
を与え、このことは有利であり、また本発明はそのような構成を実現する方法を提供する
。
【００７２】
　図２５は、ＮＦＥＴ領域１４およびＰＦＥＴ領域１６の各々のゲート誘電体層１８Ａの
上にゲート電極３０／３２を形成し、それに続いてデバイス１０のＮＦＥＴ領域１４およ
びＰＦＥＴ領域１６の各々に自己整合ソース領域Ｓおよびドレイン領域Ｄを形成した後の
、Khare等の公開特許出願の教示に似ている図９のデバイス１０を示す。Khare等の公開出
願によって教示された内容の重要な特徴は、ゲート誘電体厚さおよび窒素濃度はＮＦＥＴ
とＰＦＥＴの両方のデバイス領域で同じであり、したがって２つのデバイスのうちの一方
にとっては最適でないということである。
【００７３】
　図２６は、ＮＦＥＴ領域１４のＮＦＥＴゲート誘電体層１８Ｄの上のゲート電極４０お
よびＰＦＥＴ領域１６を覆うＰＦＥＴゲート誘電体層１８Ｅの上のゲート電極４２を形成
し、それに続いて、デバイス１０のＮＦＥＴ領域１４およびＰＦＥＴ領域１６の各々に自
己整合ソース領域Ｓおよびドレイン領域Ｄを形成した後の、本発明に従った図１９のデバ
イスを示す。ゲート誘電体厚さは両方の領域で実質的に同じであるが、物理厚さが異なっ
ている米国特許第６，５４１，３９５号のTrivediのデバイスと対照的に、窒素濃度は、
ＮＦＥＴとＰＦＥＴとで異なっている。
【００７４】
　図２７は、ＣＭＯＳ集積回路を共に形成するＮＦＥＴデバイスとＰＦＥＴデバイスを最
適化する際のトレードオフをまとめて示す表である。窒素濃度の縦列（カラム）は、ＮＦ
ＥＴおよびＰＦＥＴのゲート誘電体の設計、ゲート漏れへの影響、およびＮＦＥＴおよび
ＰＦＥＴの移動度の組合せを実証する試料領域の窒素濃度である。ゲート漏れは、集積回
路の電力損失の重要な部分である。ＮＦＥＴおよびＰＦＥＴの移動度の組合せは、全体的
なＣＭＯＳ集積回路性能を評価するために使用することができる尺度である。ゲート漏れ
は重要であるが、最適化すべき優先パラメータは最後の列であり、その最後の列は、ＮＦ
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ＥＴおよびＰＦＥＴの移動度の組合せでおおかた決定される全体的なＣＭＯＳ回路性能で
ある。
【００７５】
　行Ａは、ＮＦＥＴとＰＦＥＴの両方について、純粋ＳｉＯ２ゲート誘電体である。窒素
はないので、ゲート漏れは許容できないほどに高い(－)。純粋ＳｉＯ２は、ＣＭＯＳ技術
の初めからゲート誘電体として使用されているので、参照標準として扱われている（ｏ）
。
【００７６】
　行ＢおよびＣは、従来技術方法で実現された異なるレベルの窒素濃度を表す。ＮＦＥＴ
およびＰＦＥＴのゲート誘電体の窒素濃度は、両方が同時に生成されるので、同じである
。ＮＦＥＴデバイスとＰＦＥＴデバイスの両方の窒素濃度を行ＢからＣに増加すると、ゲ
ート漏れが減少するが、ＮＦＥＴ移動度を劣化させるという不利益がある。
【００７７】
　行Ｄは、本発明を使用して実現されたデバイス構成を表す。ここで説明したようにＮＦ
ＥＴおよびＰＦＥＴのゲート誘電体を個々に窒化することによって、両方のデバイスの移
動度を別々に最適化し、かつ行Ｄの最後の列に＋で示される最高の可能な全体的ＣＭＯＳ
デバイス性能を実現することが可能である。これは、行ＢおよびＣの従来技術では実現さ
れない。
【００７８】
　本発明は、上の特定の実施形態の点から説明したが、本発明は、添付の特許請求の範囲
の精神および範囲内で、修正物で実施することができること、すなわち、本発明の精神お
よび範囲から逸脱することなしに、形態および細部の変化物を作ることができることを、
当業者は認めるであろう。例えば、好ましい作業モードとして上で説明した低温プラズマ
窒化およびフォトレジスト・ソフトマスクの代わりに、ハードマスクの適切な選択と共に
より高温の熱窒化を使用することができる。したがって、すべてのそのような変化物は、
本発明の範囲内に入り、本発明は、特許請求の範囲の内容を含む。
【図面の簡単な説明】
【００７９】
【図１】酸窒化物を形成する遠隔プラズマ窒化（ＲＰＮ）工程を使用するとき、処理の継
続時間の増加と共にゲート漏れ電流がどのように減少するかを示す図である。
【図２】プラズマ窒化がＰＦＥＴデバイスおよびＮＦＥＴデバイスの駆動電流にどのよう
に異なった影響を及ぼすかの例を示す図である。
【図３】プラズマ窒化がＰＦＥＴデバイスおよびＮＦＥＴデバイスの駆動電流にどのよう
に異なった影響を及ぼすかの例を示す図である。
【図４】プラズマ窒化がＰＦＥＴデバイスおよびＮＦＥＴデバイスの駆動電流にどのよう
に異なった影響を及ぼすかの他の例を示す図である。
【図５】プラズマ窒化がＰＦＥＴデバイスおよびＮＦＥＴデバイスの駆動電流にどのよう
に異なった影響を及ぼすかの他の例を示す図である。
【図６】概略概念図であり、図９に示すように、図２４の線Ａ－Ａ’およびＢ－Ｂ’に沿
った、シリコン基板に形成された半導体デバイスのＰＦＥＴおよびＮＦＥＴ領域である２
つの並置された断面が示されており、ゲート誘電体集積化の標準的な一連の処理ステップ
が、最も薄いゲート誘電体層を有する高性能トランジスタに同じＰＦＥＴおよびＮＦＥＴ
酸窒化物ゲート誘電体をもたらす方法を示す従来技術工程の１つのステップを示している
。
【図７】概略概念図であり、図９に示すように、図２４の線Ａ－Ａ’およびＢ－Ｂ’に沿
った、シリコン基板に形成された半導体デバイスのＰＦＥＴおよびＮＦＥＴ領域である２
つの並置された断面が示されており、ゲート誘電体集積化の標準的な一連の処理ステップ
が、最も薄いゲート誘電体層を有する高性能トランジスタに同じＰＦＥＴおよびＮＦＥＴ
酸窒化物ゲート誘電体をもたらす方法を示す従来技術工程の１つのステップを示している
。
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【図８】概略概念図であり、図９に示すように、図２４の線Ａ－Ａ’およびＢ－Ｂ’に沿
った、シリコン基板に形成された半導体デバイスのＰＦＥＴおよびＮＦＥＴ領域である２
つの並置された断面が示されており、ゲート誘電体集積化の標準的な一連の処理ステップ
が、最も薄いゲート誘電体層を有する高性能トランジスタに同じＰＦＥＴおよびＮＦＥＴ
酸窒化物ゲート誘電体をもたらす方法を示す従来技術工程の１つのステップを示している
。
【図９】概略概念図であり、図２４の線Ａ－Ａ’およびＢ－Ｂ’に沿った、シリコン基板
に形成された半導体デバイスのＰＦＥＴおよびＮＦＥＴ領域である２つの並置された断面
が示されており、ゲート誘電体集積化の標準的な一連の処理ステップが、最も薄いゲート
誘電体層を有する高性能トランジスタに同じＰＦＥＴおよびＮＦＥＴ酸窒化物ゲート誘電
体をもたらす方法を示す従来技術工程の１つのステップを示している。
【図１０】本発明の第１の実施形態に従った工程を示す図であり、一方でＮＦＥＴゲート
誘電体層を、他方でＰＦＥＴゲート誘電体層を形成するステップは、２つの別個のリソグ
ラフィ・マスキング・ステップを使用して完全に分離される。
【図１１】本発明の第１の実施形態に従った工程を示す図であり、一方でＮＦＥＴゲート
誘電体層を、他方でＰＦＥＴゲート誘電体層を形成するステップは、２つの別個のリソグ
ラフィ・マスキング・ステップを使用して完全に分離される。
【図１２】本発明の第１の実施形態に従った工程を示す図であり、一方でＮＦＥＴゲート
誘電体層を、他方でＰＦＥＴゲート誘電体層を形成するステップは、２つの別個のリソグ
ラフィ・マスキング・ステップを使用して完全に分離される。
【図１３】本発明の第１の実施形態に従った工程を示す図であり、一方でＮＦＥＴゲート
誘電体層を、他方でＰＦＥＴゲート誘電体層を形成するステップは、２つの別個のリソグ
ラフィ・マスキング・ステップを使用して完全に分離される。
【図１４】本発明の第１の実施形態に従った工程を示す図であり、一方でＮＦＥＴゲート
誘電体層を、他方でＰＦＥＴゲート誘電体層を形成するステップは、２つの別個のリソグ
ラフィ・マスキング・ステップを使用して完全に分離される。
【図１５】本発明の第１の実施形態に従った工程を示す図であり、一方でＮＦＥＴゲート
誘電体層を、他方でＰＦＥＴゲート誘電体層を形成するステップは、２つの別個のリソグ
ラフィ・マスキング・ステップを使用して完全に分離される。
【図１６】本発明の第２の実施形態に従った工程を示す図である。
【図１７】本発明の第２の実施形態に従った工程を示す図である。
【図１８】本発明の第２の実施形態に従った工程を示す図である。
【図１９】本発明の第２の実施形態に従った工程を示す図であり、図１０～１５で示すよ
うな第１の実施形態の二重マスキング・ステップと対照的に、単一リソグラフィ・マスキ
ング・ステップを使用する工程で形成された、分離されたＮＦＥＴとＰＦＥＴのゲート誘
電体領域がある。
【図２０】本発明の第３の実施形態に従った工程を示す図であり、デバイスのキャパシタ
領域のキャパシタ誘電体層として有用な高窒化シリコン酸化物の層を生成する窒化を行う
工程が、図示の便宜のために１つだけが示されているＰＦＥＴ領域またはＮＦＥＴ領域で
あり得るデバイスの他の領域の窒化と組み合わせられている。
【図２１】本発明の第３の実施形態に従った工程を示す図であり、デバイスのキャパシタ
領域のキャパシタ誘電体層として有用な高窒化シリコン酸化物の層を生成する窒化を行う
工程が、図示の便宜のために１つだけが示されているＰＦＥＴ領域またはＮＦＥＴ領域で
あり得るデバイスの他の領域の窒化と組み合わせられている。
【図２２】本発明の第３の実施形態に従った工程を示す図であり、デバイスのキャパシタ
領域のキャパシタ誘電体層として有用な高窒化シリコン酸化物の層を生成する窒化を行う
工程が、図示の便宜のために１つだけが示されているＰＦＥＴ領域またはＮＦＥＴ領域で
あり得るデバイスの他の領域の窒化と組み合わせられている。
【図２３】本発明の第３の実施形態に従った工程を示す図であり、デバイスのキャパシタ
領域のキャパシタ誘電体層として有用な高窒化シリコン酸化物の層を生成する窒化を行う
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工程が、図示の便宜のために１つだけが示されているＰＦＥＴ領域またはＮＦＥＴ領域で
あり得るデバイスの他の領域の窒化と組み合わせられている。
【図２４】本発明および従来技術に従ったインバータ回路（図示のように接続されたＮＦ
ＥＴおよびＰＦＥＴのデバイス）を示す平面図および概略回路図である。
【図２５】ＮＦＥＴ領域およびＰＦＥＴ領域の各々のゲート誘電体層の上にゲート電極を
形成し、それに続いて、デバイスのＮＦＥＴ領域およびＰＦＥＴ領域の各々に自己整合ソ
ース領域およびドレイン領域を形成した後の、図１３の従来技術デバイスに沿った断面図
である。
【図２６】ＮＦＥＴ領域およびＰＦＥＴ領域の各々のゲート誘電体層の上にゲート電極を
形成し、それに続いて、デバイスのＮＦＥＴ領域およびＰＦＥＴ領域の各々に自己整合ソ
ース領域およびドレイン領域を形成した後の、本発明に従った図１９のデバイスを示す図
である。
【図２７】ＣＭＯＳデバイスのＮＦＥＴ領域対ＰＦＥＴ領域に対するゲート誘電体層の異
なる程度の窒化の効果をまとめて示す表である。
【符号の説明】
【００８０】
　１０　デバイス
　１２　基板
　１４　Ｐ型ドープＮＦＥＴ領域
　１６　Ｎ型ドープＰＦＥＴ領域
　１８Ｎ　ＮＦＥＴのゲート酸化物層
　１８Ｐ　ＰＦＥＴのゲート酸化物層
　ＰＲ１　遮蔽レジスト・マスク
　ＰＲ２　遮蔽レジスト・マスク
　ＰＲ３　遮蔽レジスト・マスク
　ＰＲ５　遮蔽レジスト・マスク
　ＰＲ６　遮蔽レジスト・マスク
　１９Ｐ　窒素含有プラズマ
　１９Ｎ’　窒素含有プラズマ
　１８Ｂ　窒化ＰＦＥＴゲート誘電体層
　１８Ｄ　窒化ＮＦＥＴゲート誘電体層
　１８Ｅ　高濃度ドープＰＦＥＴゲート誘電体
　１８Ｃ　低濃度窒化ＮＦＥＴゲート誘電体層
　１８Ｋ　シリコン酸化物層
　１８Ｆ　キャパシタ誘電体
　Ｓ　ソース
　Ｄ　ドレイン
　４０　ゲート電極
　４２　ゲート電極
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